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ベトナムの労働関係法制

押見善久
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本文に入る前に

1995年 1月のベトナム社会主義共和国労働法

典(BLLD)施行から既に 4年余りが経過した。し

かし，同国の現行労働関係法制，とりわけ上記労

働法典の成立にいたる過程の研究は，少なくとも

わが国においては皆無に近いと言える。

本稿は，このような現状に鑑み，筆者がこれま

でに入手し得た情報を，広くベトナムの労働関係

法制に関心を持っておられる方々と共有しようと

するものである。

まず，第 1章では，ベトナムにおける労働法の

形成過程をごく簡単に紹介する。本章では，ベト

ナム民主共和国が誕生した 1945年以降を対象と

し，同政府がそのごく初期段階から割合周到な労

働法制を企図していたこと，仏・米との戦争によ

り労働法の形成と実現にも大きくブレーキがかけ

られるとともに，その内容も急速に公務員ないし

国防関係に偏ったものとなっていったこと，ベト

ナム社会主義共和国におけるドイモイ路線の採択

後，今日の労働法典に連なる非常に多くの法規範

文書が公布され，法典化の基盤となり，かつ法典

の中に包摂されていったことなどを明らかにした

い。なお，本章の記述は基本的に DANG DUC 

SAN (編) ~Tim hieu LUA T LAO DONG VIET 

NAM~(l) (以下， ~Tim hieu -~)の 24 頁以下に

基づくものである。

続く第2章では，現行労働法典の起草から可決，

公布に至るまでの経緯と議論をたどる。周辺的な

情報から事実を推し量らざるを得ない部分も多い

が，資料的価値という点でも，研究対象としての

面白さという点でも，筆者は本章を本稿の中核を

成すものと位置づけている。例えば，労働組合組

織以外の労働者代表組織を認めようとする規定が

議論の過程で草案から消えていった事実などは，

出版されている書籍などからは一般に読み取るこ

とが困難な情報と言えよう。本章の記述は，おお

むねベトナム国会資料 'QUA TRINH SOAN 

THAO， THAM TRA V A THONG QUA DU 

AN BO LUA T LAO DONGJの前半部分に基づ

ベトナムの労働関係法制

いている。

第 3章では， 1995年労働法典を中心とするベト

ナムの現行労働法制について，その総論的部分に

限って紹介する。本章の記述は， PHAM VAN 

AN (監修) ~GAIO TRINH LUAT LAO 

DONG~(2) (以下， ~GIAO TRINH 一~)の拙訳

をベースとしている。各論的部分については修士

論文にまとめたが，紙幅の関係上本稿では紹介す

ることができない。

第 1章 労働関係法制の形成過程

本来ならば，ここではベトナムにおいて労働者

階級が形成され始めた仏印時代町またはさらに

それ以前からの労働法制の発展過程を追ったうえ

で，その流れの中での現行法制度，とりわけ 1995

年労働法典の位置づけを明らかにすべきである。

しかし，資料の不足から，本稿では 1945年の八月

革命，ベトナム民主共和国誕生以降の動きを概括

するに止める。

一般に，ベトナムにおける 1945年以降の労働関

係法制の形成過程は大きく 3段階に分けて考えら

れている。すなわち，八月革命が成功し，ベトナ

ム民主共和国が成立した 1945年から南北が分断

される 1954年頃までの約9年間(第1段階)，1955

年頃からいわゆるベトナム戦争(1960 頃~1975)

を経た後ドイモイ(1986年)に至る 1985年までの

約 30年間(第2段階)，および， 1985年から現在

まで(第3段階)の 3段階である。

第 l 節第 l 段階(l945~1954) 

1945年の八月革命，ベトナム民主共和国の樹立

直後から労働法規の公布に関心を寄せた新政権

は，同年 10月には北部・中部・南部の 3地域にお

ける従前の規制(4)の効力を停止する勅令を公布

し，同時に，労働部，内務部および社会救済部に

対し，新たな労働関係を調整するための統一的法

規範文書の起草，公布の促進を指導・委任した。

またその後 5月1日(メーデー)における勤労

者の賃金享受権，テト(陰暦の正月)および各祝

日の休暇，年休，物価調整手当および各部門の公
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務員の最低賃金を決定する各勅令を公布したり

(1946年)，古い税制を改正し，給料に対する徴税

を廃止する勅令，および，退職公務員に対する待

遇や，各部門の公務員に対する無給休暇期限の延

長などに関するいくつかの勅令を公布した。

一方労働部は， 1945年10月1日，各商工業につ

いて勤労者を解雇しようとする日の 1カ月前の報

告を強制する議定を公布し，続いて，解雇された

各勤労者に対する援助金 (50ドン)を定める議定

を公布するなどした。

ベトナム民主共和国最初の憲法である 1946年

憲法(5)は，労働者を含む公民の基本的な権利と義

務を定めた。また，ホー主席は I各工場，地下鉱

山，商庖および各自由業における，ベトナム人ま

たは外国人の各私営雇用主とベトナム人勤労者の

聞の仕事に関する交渉」について規定する 1947年

3月12日付勅令29/SLを出した。この勅令は，雇

用主と職人の関係，賃金労働者と使用者の関係を

調整するもので，全9章187条の規定から成り，

簡潔ながら労働法として制定・規制すべき分野・

事項のほとんどをカバーしていたと評価されてい

る。それ故，ベトナムにおいては今日，この勅令

29/SLをしてベトナム最初の労働法典であると

見倣す法学者も多い。なお，勅令29/SLは既に労

働者のスト権を明記していたが，この権利は「国

家による集中経済管理システムの特殊性のゆえに

使用されることがなく，実際上，労働者もまたこ

の権利まで使用しなければならない事態には陥ら

なかった}6)と説明されている。

この間，ベトナムの独立を認めないフランスと

の戦争のために，勤労者は加速度的に国防関係の

企業・工場で就業するようになった。こうした環

境の下で政府は勅令29/SLを補足し，国防部に属

する各工場で働く勤労者の仕事に関する制度，新

たな公務員制度と公務員の一般的賃金体系，およ

び，企業委員会の設立と各国営企業の民主的管理

を規定する，いくつかの勅令・議定を公布した。

特に， 1950年5月20日および22日，公務員およ

び勤労者の労働関係について勅令29/SLを変更

し国営セクターにおいて新たな労働関係の調整方
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法の適用を開始する勅令76/SL，77 /SLを公布し

た。しかし，戦争という状況の下にあって，上記

各文書は実際にはその一部分しか適用されること

がなかった。

第2節第2段階(1955-1985) 

この段階における労働関係法規は，専ら国営経

済，集団経済および各国家機関の領域に集中して

いる。

国会によって公布された法律文書としては，

1957年 11月5日の労働組合法じ 1959年， 1980 

年の両憲法がある。

各行政機関がこれら 2つの新憲法の下で社会

労働政策に関して公布した各法規範文書の総数は

1000件を超え，そのほとんどは政府の「議定」な

いし「決定」という形式において公布された。主

なものとしては，以下の各文書がある。

• 1960年 12月18日付議定181/CP労働保護に

関する臨時条例

・1961年12月27日付議定218/CP勤労者，職員
の社会保険に関する臨時条例

・1963年 1月31日付議定24/CP雇用と免職に
関する条例

・1963年議定172/CP集団的契約締結制度
・1964年12月31日付議定195/CP国家の各企
業，機関における労働紀律条例

• 1985年9月18日付議定235/HDBT勤労者，

職員および武装勢力の賃金制度の改善について

・1985年 9月18日付議定236/HDBT戦傷病
者・社会保険に関する政策の一部の補足・変更に

ついて

政府が「議定」の形式で文書を公布するのと平

行して，各部もまた，部または各部連名の「通達」

の形式で各文書を公布することにより，勤労者，

職員に対する各優遇制度を説明・指導し，または

細目を規定した。この期間に公布された法規範文

書には，それまで以上に労働法の範轄に属するも

のが多かった。しかし， この段階における労働法

制は，それが官僚による集中管理システムととも

に生まれ，存在し，勤労者，職員の労働関係のみ



を調整するものであった(7)ために，次第に極めて

多くの欠点を露呈するようになり，最終的には国

土の社会一経済に関する恐慌状態の中で破綻して

しまったと説明されている。

第 3節第 3 段階(l985~現在)

指導部が改革派主導に入れ替わり， ドイモイ路

線が打ち出された共産党第 6回大会(1986年12

月)はベトナムにとって多くの面でターニングポ

イントとなり，第7回大会および1992年憲法は，

社会主義的指導に基づく国家管理の下で市場経済

を発展するための基盤を造出した。多くの政策や

法規が改善，公布され，このことは経済，財源，

銀行，税，外国投資，技術移転，民事および労働

の各領域において顕著であった。この段階におい

て公布された労働法に関連を有する法規範文書と

しては，以下のものが挙げられる。

• 1987年 11月14日付決定QD217/HDBT国営

企業に対する計画化と社会主義的会計をドイモイ

する政策について

・1987年 12月29日ベトナムへの外国投資法
• 1988年 3月9日付議定 ND27/HDBTおよび

ND28/HDBT個人，私営，集団および家族経済に

対するドイモイ政策について

・1988年 3月22日付議定 ND50/HDBT国営
企業条例

• 1989年 10月 1日付決定 176/HDBT各国営経

済単位における労働力の再配置について

• 1990年 6月22日付議定 ND233/HDBT外資

系企業の労働規制

・1990年6月30日労働組合法(8)
・1990年8月30日労働契約法令(9)
・1990年 12月21日私営事業体法および会社法
・1991年9月19日労働保護法令
・1993年5月23日付議定25/CP行政，事業の公
務員，職員および武装勢力の臨時賃金制度につい

て

• 1993年 5月23日付議定 26/CP各事業体にお

ける新たな臨時賃金制度について

• 1993年 6月22日付議定 43/CP社会保険制度

ベトナムの労働関係法制

に関する臨時規定について

・1993年 12月30日事業体破産法
・1994年6月17日労働法典
・1995年 10月28日民法典
この段階における労働法規範文書は，市場構造

への接近，新たな労働関係設定の開始，および賃

金労働者と使用者の聞の労働関係に対する法理論

的基盤を造出するものであった。特に，最近の公

布にかかる各労働法規範文書は，公務員・職員と

行政事業機関・国家管理機関の聞の各関係を労働

法の規制対象から分離しようとする傾向があると

評価されている。

第2章労働法典成立過程

労働法典草案が労働部(現在の労働・戦傷病者・

社会福祉部)のイニシアチブで準備され.(第1次)

労働法典起草委員会が9度にわたり草案を起草し

た1976年および1981年から 1989年を別とすれ

ば，労働法典の起草，審査，上程，可決の過程は，

1990年から 1994年にかけての約4年間にわたっ

て進行したと捉えることができる。この間に政府

は，草案を整理するために.1993年9月.1994年

4月.1994年5月の 3度にわたり国会常務委員会

に草案を提出した。また，国会に対しても 1993年

12月の第9期国会第 4会期に 1度草案を提出し

て意見を求めた(川ほか，圏内の主要各紙に草案の

全文を掲載し 1カ月弱をかけて広く各界の意見

を募った。また，国会党グ、ループは，草案に関し

て発生したいくつかの間題点について 2度にわた

り政治局の指導意見を求めている(1~
以下では，起草，審査，上程を経てベトナム社

会主義共和国労働法典が可決されるまでの流れを

やや詳しく紹介する。

第 l節起草過程

(1) 起草委員会の設立

労働法典の立法計画に関する決定がなされた第

8期国会第7会期の後.1990年7月4日，部長会

議主席(今日の政府首相)は労働法典起草委員会

の設立に関する決定 247/CTを出した。起草委員
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会は，労働・戦傷病者・社会福祉部部長，司法部

部長およびベトナム総労働組合副委員長からな

り，労働・戦傷病者・社会福祉部部長が委員長を

務めた。また，労働法典起草委員会は 3つの部

ないし部門の各専門員からなる補佐専門家グルー

プを選出し，労働・戦傷病者・社会福祉部内に事

務局を設置した。

(2) 労働法典草案の起草

起草委員会は 1990年 11月15日には既に最初

の草案(前文および 16章)をまとめていたが，政

府に対して初めて草案を提出したのは 1993年8

月19日のことであった。この間の経緯については

不明である。草案は，前文および 16章 183条から

なるものであり， 1993年 8月19日付意見書32/

LDTBXHと併せて提出された。

その主な内容は以下のようなものであった。

a)一般的規定

労働法典の調整対象と適用範囲，労働者・使用

者の基本的権利・義務および労働関係における基

本原則，および労働法典公布後における適用の諸

原則と射程。

b)労働関係の形成と維持の前提をなす諸規定

仕事と仕事の解決(12)および職業学習に関する

原則とシステムの確定。

c)労働条件に関する諸規定

賃金に関する諸原則・条件・最低基準の確定，

労働時間と休憩時間，労働紀律と物的責任，およ

び労働安全と労働衛生。社会保険制度，および数

種の労働について個別に保護する特殊な諸制度。

d)労働関係に関する規定

労働関係を形成・実現する条件の確定，および

労使紛争解決システム。

e)労働の国家管理に関する規定

労働に関する国家管理の主要な内容の確定，労

働に関する各国家管理機関，労働監察，および労

働法規違反の処理。

(3) 外国の経験の接受(13)

起草委員会は，労働法典草案の起草に当たって

ILOから労働法規の専門家を招き，起草に関連す

る各問題に関して 11回にわたり助言・助力を得た
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他，外国における経験を学習し，参考とするため

に2グループを日本，マレーシア，シンガポール，

タイおよびインドネシアの5カ国に派遣し，これ

ら5カ国における労働法規成立の経験に関してこ

の2グループがまとめた多くの報告・資料を得た。

また，起草委員会は， 1993年8月に政府に提出

した草案の初稿を ILOに送り，その意見を求め

た。これに対してジュネーブの ILO事務局は，こ

れをさらに整理させるための覚書をベトナム政府

に送っている。なお ILOからはこの他にも，その

労働関係各規範のベトナム国家法規への転化を草

案を通して促進するために多くの措置が講ぜら

れ，それ故，労働法典草案は ILOの労働に関する

かなり多くの進歩的な思想・観点を接受したとさ

れている。

(4) 参考資料の編集

一方で起草委員会は，労働法規に関する国内外

の資料の編集，翻訳，印刷および、発行を行った。

これらの資料のうち特に重要なものとしては，労

働に関するホーチミン主席の(署名，公布にかか

る)各勅令集， (以前から現在までの)労働に関す

る各文書を体系化したもの， ILOの労働に関する

最も基本的な各条約・勧告集，世界各国の，労働

に関する各法典，法律および法律より下位の文書，

各編集資料，世界各固なかんづく東南アジア各国

の労働法規の概括，および労働法典草案について

解説する各文書などがある。

上記資料は草案の起草に参加した各専門家，草

案審査機関に提供され，また，そのうちのいくつ

かは，労働法典草案について意見する国会常務委

員会の各委員，国会代表，研究会，専門家などに

供された。

(5) 草案に関連を有する各法規範文書

労働法典草案の起草と平行して，労働法典起草

委員会は，公布管轄権限を有する各機関による法

律より下位の多くの労働関係法規範文書の起草・

提出にも参加した。それらのうち重要なものは，

以下の通りである。

・労働契約法令 (8.1990)

・労働保護法令 (9.1991)



-外国での仕事に派遣するベトナム人労働者に関

する議定370/HDBT(11.1991) 

・仕事の解決(14)に関する議定 120/HDBT

(4.1992) 

・労働契約法令の施行を指導する議定 165/

HDBT (5.1992) 

・労働協約に関する議定18/CP(12.1992) 

・新賃金制度に関する各議定25/CP，26/CPおよ

び27/CP(5.1993) 

上記各法規範文書の起草・公布には， ドイモイ

期における労働管理工作の実現の要求に応じると

ともに，法典を試行し，後の法典施行を容易なら

しめるとの目的があったとされている。

(6) 草案起草への国会各機関の参加

国会について見ると， 1990年から 1993年8月

までは経済・予算委員会， 1993年8月から 1994年

までは「社会問題に関する委員会」と法律委員会

が労働法典草案の審査を統轄した。審査の過程に

おいて，国会の各委員会と国会事務局は，報告を

受け，多くの意見を述べると同時に，草案の起草

過程を通してこれをフォローアップし，草案委員

会に対して直接意見を述べるための専門委員を出

した。

第2節草案の提出と審査

(1) 国会常務委員会に対する最初の提出

1993年9月15日，国会常務委員会に最初に提

出された草案は，前文および16章 182条からなる

ものであった。

1993年9月17日午前，国会常務委員会の 1993

年9月 14日付意見書4610/PCが，政府首相から

委任された労働・戦傷病者・社会福祉部部長によっ

て読み上げられた。その主な内容としては，労働

法典の公布の必要性，労働法典草案の思想・観点

および主要な内容のほか，意見の相違がある問題

点として，最低賃金，祝日，使用者の代表組織，

労働者の代表組織，およびストライキに関する問

題の提示が含まれていた。

続いて同日午前 I社会問題に関する委員会」の

副委員長(15)が，審査委員会を代表して，労働法典

ベトナムの労働関係法制

草案に関する 1993年9月 15日付審査報告216/

UBXHを読み上げた。この中で審査委員会は，意

見書で述べられた意見の相違がある各問題をも含

め，草案の形式，章立て，内容および体現方法に

関して基本的に賛成した一方，ベトナム圏内の外

資系各企業への適用に関して 1章を加えるべき旨

提議し，また，草案中のいくつかの条文について，

制裁に関する規定を補足すべき旨提議した。

国会常務委員会は 2日間の日程で草案に関す

る報告・意見を聞き，討論を行ったうえで草案に

ついて基本的に賛成した一方，起草委員会に対し，

使用者団体の設立権および労働者集団のストライ

キ権に関する規定についてより厳しく制限する方

向で草案を整理することを要求し，また，草案に

ついて政治局の意見を求めるために，ストライキ

の許否，女性労働について個別の章を設けるか否

か，および女性労働者の休憩・休暇について，草

案の再整理を要求した。

(2) 政治局に対する最初の意見請求

1993年9月28日，国会党グループは，政治局に

対し，国会常務委員会の結論に従って修正された

草案(前文および16章 194条)を提出し， 10月1

日 2日の 2日間にわたりその意見を求めた。意

見を求めたのは，労働者集団のストライキ権，使

用者の各代表組織，女性労働者について個別の章

を設けるか否か，および女性労働者の休憩・休暇

についてであり，国会党ク9ループから委任された

労働法典起草委員長らが，政治局に意見を求める

各問題に関する意見を陳述した。

これら各問題に対する政治局の指導意見は，ま

ず労働者集団のストライキ権を認める規定を設け

ることについては同意する一方で，使用者側の代

表組織については規定の必要なしとし，また，女

性労働者について個別の章を設けることには同意

するが，女性労働者の妊娠出産休暇については政

府による細目の規定に基づいて 4カ月から 6カ月

の規定をおくべき，などであった。

国会常務委員会は，政治局の結論に基づき，数

名の委員を政府の労働法典起草委員会による労働

法典草案の修正に直接参加させた。この修正の結
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果，労働法典草案は前文および17章 191条となっ

た。

(3) 国会への最初の草案提出

上記草案(前文および17章 191条)は， 1993年

10月中に国会代表に資料を送付したうえで， 1993 

年 12月23日，第9期国会第4会期(1993年12月

4 日 ~1993 年 12 月 30 日)に上程された。

始めに，政府首相から委任された労働・戦傷病

者・社会福祉部部長が，労働法典草案に関する政

府の 1993年 12月23日付国会意見書5696/PCを

読み上げた。その主な内容は，労働法典公布の必

要性，労働法典草案の思想・観点および主な内容

に関するもののほか，ストライキ，労働組合の役

割と位置づけ，使用者側の役割，妊娠出産休暇，

最低賃金，文書形式の各問題に関する更なる考慮

の提議などであった。

続いて，-社会問題に関する委員会」の副委員長

が，委員会を代表して， 1993年 12月6日付審査報

告266BC/UBXHを読み上げた。その内容は，労

働法典草案の内容と体現方法については基本的に

賛成する一方で、，ベトナム国内の外資系各企業に

おける労働制度に関して個別的規定を補足すべき

ことや，省および中央直轄市の首長にストライキ

停止要求権を与えるべきことの提議であった。

草案に関する討論は， 1993年 12月25日午前，

グループ(16)において進行され，会期書記団は自

ら，集中的に討論されるべき 11の問題を提示し

た。この中には，政府の 1993年 12月23日付国会

意見書5696/PC，，-社会問題に関する委員会」の

1993年 12月 6日付審査報告 266BC/UBXHに

おいて掲げられた諸問題が含まれる。

起草委員会の専門員グループ(1九国会事務局の

専門員は，各グループ(18)における討論の議事録に

基づき，また，グループ(19)毎の討論をフォロー

アップした起草委員会の各専門員，国会事務局の

専門員の意見を反映し，労働法典に関する各国会

代表の意見の総括において会期書記団を補佐し

。
た

各国会代表の意見は，草案の実行可能性，文書

形式，調整する対象と範囲，労働契約，労働組合
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の役割と位置づけ，労働者保護，労使紛争，労働

者集団のストライキ権，女性労働者と数種の特殊

業務に従事する労働者の各問題に集中した。

(4) 国会常務委員会への 2回目の草案提出

1994年2月16日，国会常務委員会に 2回目に

提出された草案は，前文および 17章 198条から

なっていた。

1994年3月8日午後，国会常務委員会の 1994

年2月16日付意見書 708/PCが，政府首相から委

任された労働・戦傷病者・社会福祉部部長によっ

て読み上げられた。

その主な内容は，労働法典草案の整理のために

各国会代表から寄せられた意見に関する報告であ

り，これらの意見は，文書の形式，労働法典の調

整対象と適用範囲，労働組合の役割と位置づけと

いった一般的な問題，および，労働者の最低年齢，

口頭の契約，女性労働者の使用，退職年金制度の

享受条件，ストライキ等の具体的な問題に集中し

ていた。

同日，審査委員会を代表して「社会問題に関す

る委員会」の副委員長が，国会代表から寄せられ

た労働法典草案に関する意見についての 1994年

3月8日付審査報告296BC/UBXHを読み上げ，

その中で，百し使い(20)および国防勤労者の各労働

関係を法典の調整範囲とするか否か，口頭による

労働契約の締結条件，および労使紛争解決システ

ムについて，政府はさらに考慮すべき旨提議した。

また，国会第 5会期への提出に先立つて広く各

界・人民の意見を募る計画を可決すべきとの提議

もここで行われた。

国会常務委員会は審査の場を 3度設け， 1994年

3月10日午前，国会常務委員会を代表して国会議

長が，政府による労働法典の調整範囲および適用

対象のさらなる勘案，労働組合の役割と位置づけ

の更に厳密な規定，労使紛争解決手続の規定，起

草委員会，-社会問題に関する委員会」およびその

他の各機関，委員会による草案の研究・整理，お

よび，労働法典草案に関する各界・人民の意見の

募集という，-社会問題に関する委員会」が提議し

た計画の内容に同意するとの結論を述べた。



(5) 人民の意見を募るための公開

各界・人民の意見を求める計画は， 1994年4月

10日から同年5月5日までの 25日間にわたって

実施され，国会常務委員会での意見に基づいて整

理された草案の全文(前文および 17章202条)が，

中央，労働・戦傷病者・社会福祉部門およびベト

ナム労働総同盟の発行にかかる主要各紙において

公開された。この公開に際しては，労働法典につ

いて説明する文書のほか，対象と適用範囲，労働

者の保護側水準と使用者の合法的な権利の保

護問、労働者の最低年齢，労働者および使用者の

損害賠償請求権，労働者の賃金・工賃，特殊業務

に従事する労働者，労働者集団の代表，および労

使紛争の解決などの各問題点について意見を募る

文書が添付された。

こうして集められた意見は起草委員会によって

集約された。意見の内容は草案のほぼすべての項

目，内容にわたったが，特に，対象と適用範囲(16

意見)，労働者の最低年齢(15意見)，失業手当(18

意見)，労働災害の賠償(16意見)，産休(26意見)， 

定年 (26意見)，基礎労働組合 (23意見)の各問

題に関する意見が多かった。

(6) 国会常務委員会への 3回目の草案提出

1994年5月7日，国会常務委員会に 3回目に提

出された草案は，前文および 17章203条からなっ

Tこ。

1994年5月16日，国会常務委員会の 1994年5

月16日付意見書2664/PCが，政府首相から委任

された労働・戦傷病者・社会福祉部部長によって

読み上げられた。その主な内容は，労働組合の位

置づけと役割，労働者の最低年齢，口頭の契約，

女性労働者の使用，退職年金制度の享受条件，お

よびストライキの各問題について寄せられた，各

界・人民の意見に関する説明であった。

続いて，審査委員会を代表して「社会問題に関

する委員会」副委員長が，各界・人民の意見を受

けて整理した草案に関する 1994年5月16日付審

査報告339BC/UBXHを読み上げた。その主な内

容は，提出された草案の各面について基本的に賛

成する一方で，労働組合の問題について政治局の

ベトナムの労働関係法制

意見を求めるべきこと，政府による最低賃金の決

定と公布の規程をよりしっかりと規定すべきこ

と，および，国会常務委員会が国家主席に対して

ストライキ禁止令の公布を提議する権利を有する

との規定を補充すべきことの提議であった。

国会常務委員会は，この草案についても審査の

場を 3度設けた結果，労働組合の役割と位置づけ

や，女性労働者の妊娠出産制度などの問題点につ

いて政治局の意見を求めることを決定した。

(7) 政治局に対する 2回目の意見請求

1994年5月19日，上述の国会常務委員会に 3

度目に提出された草案(前文および17章203条)

が政治局に提出され，特に，基礎労働組合の役割

と位置づけおよび女性労働者の妊娠出産制度に関

する問題について，その意見が求められた。

これに対し政治局は，労働組合組織の役割を強

化し，基礎労働組合を事業体における労働者集団

の唯一の代表組織と認めるべきであり，女性労働

者については，政府の規定する細目に従い，具体

的場合毎に 4カ月 5カ月 6カ月の 3タイプ

の出産休暇期聞を規定するべきであるとの指導意

見を付した。

第3節草案の上程と可決

労働法典草案(前文および 17章 194条)は，1994

年5月に招集された第9期国会第5会期において

上程された。同法案は，章ごとに逐次審議された

結果 6月17日，出席者総数332，賛成326，反

対 4，棄権2で採択されは3)，同年6月23日の公布

を経て，中華人民共和国労働法典と同じ 1995年1

月1日から施行された。

以下，労働法典の上程から，可決，公布までの

流れを紹介する。

(1) 上程

各国会代表に対する資料の送付(1994年5月22

日)を経て， 1994年5月26日午前，前文および17

章200条からなる草案が国会に上程され，政府首

相の委任を受けた労働・戦傷病者・社会福祉部部

長が，労働法典草案を完成するための人民の意見

の収集に関する意見書2788/PC(1944年5月22
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日)を読み上げた。その主な内容は，労働法典公

布の切実性を強調するほか，未だ意見の相違が見

られる問題として，労働組合の役割と位置づけ，

労働者の最低年齢，口頭の契約，女性労働者の使

用，退職年金の享受条件，およびストライキの各

問題点を提示し，国会の意見を求めるというもの

であった。

続いて r社会問題に関する委員会」の副委員長

が，審査報告書341BCTT /UBXH (1994年5月

25日)を読み上げた。ここでは，国会に上程され

た草案の内容について基本的に同意する旨述べら

れた一方で，国会に意見を求めるべき問題点とし

て，労働者の最低年齢，労働契約の終了と手当の

水準，最低賃金，女性労働者の使用と妊娠出産休

暇の期間，定年年齢，基礎労働組合の役割と位置

づけ，および労使紛争の解決とストライキの各問

題が提起された。

(2) 審議

労働法典草案は， 1994年5月26日午後，各国会

代表によりグループ{刊で審議された後，同月 28

日， 29日(25)の2日間にわたり本会議における審

議を進行された。

グループでの審議において出された意見は，お

おむね上記意見書，審査報告書において提起され

た各問題点に集中した。

本会議における審議では， 5月28日に 43，翌 29

日に 38の意見発表があり，上記意見書および審査

報告書において掲げられた以外の多くの問題につ

いても審議された。また， 29日には労働・戦傷病

者・社会福祉部部長が，起草委員会を代表して，

国会代表が掲げたいくつかの間題について説明し

ている。

(3) アンケー卜の実施

1994年5月29日から 6月 15日まで r社会問

題に関する委員会J，会期書記団および労働法典起

草委員会は，労働法典草案の中でも意見の相違が

多く見られる 19の問題点について各国会代表に

意見請求票(26)を送付し， 2段階，各2日間の期限

でアンケートを実施した。この結果，第 l段階(6 

月4日まで)で348，第2段階では 258，総計606
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の回答が寄せられ，意見を求めた 19の問題点以外

の問題に関する意見も多く寄せられた。

以下，上記アンケートで問われた 19項目と，そ

れらに対して第1段階で寄せられた意見の概略お

よびその件数の内訳を紹介する(各項目末尾の括

弧書は草案段階での該当条項。なお，法典の対応

する規定内容については注を参照)。

a)労働法典の適用対象に家内労働者を含むべき

か否か (92 )。

222意見が草案(含む)に賛成。 123意見が反

対(2九

b)賃金労働領域外の各対象(公務員等)を適用

外とする規定について (94)。

239意見は適用外とする規定を残すことで一

致。ただし，第4条に掲げる対象は他の各法律

で規定するとすべき等の意見あり。第4条を削

除すべきとの意見は 71件(2ヘ
c)労働者の虐待および強制の禁止規定(r法律に

異なる規定のある場合を除きJ)については 5-

2 )。

230意見が維持で一致。 116意見が r法律に異

なる規定のある場合を除き」の削除で一致(2九

d)労働者の最低年齢について (96)。

272意見が満 15歳で一致。 52意見が満 16歳で

一致(30)。

e)第 1章(総則)の最後に 1条 (r労働組合は，

国家機関，社会組織とならび，幹部，勤労者，

職員およびその他の労働者の権利に配慮・保護

する勤労者階級と労働者の政治 社会組織であ

り，労働法典の各規定を厳正に施行する国家機

関，経済組織の検査，監察に参加する。J) を加

えることについて(新912)。

265意見が追加に同意。 51意見が反対(31)。

f)失業手当(1/2カ月分)について (916-1)。

218意見が1/2カ月分に1/2カ月分を加え

(したがって 1カ月分)，かつ社会保険の支給額

を維持することで一致。 110意見が1/2カ月分

に1カ月分を加え(したがって1.5カ月分)，か

っ社会保険の支給額を維持することでー

致問)。



g)労働契約の終了による退職手当の額について

(~ 42-1)。

139意見が勤務l年につき 1/2カ月分で一致。

174意見が1カ月分で一致(33)。

h) 労働契約の各類型について(~ 27)。

200意見が草案どおり(3類型)で一致。 109意

見が，期間の定めのないものと，期間の定めが

あるもの(季節的労働または特定の労働)の 2

類型に修正することで一致(3九

i )口頭の契約については28)。

259意見が，草案どおりで一致。 81意見が削除

で一致(35)。

j )軍務が終了した労働者の復職(使用者の責任)

については35)。

285意見が復職で一致。 13意見が復職させなく

てもよいで一致(36)。

k)一時的に拘留・監禁された労働者の復職(使

用者の責任)について(~ 35)。

130意見が復職で一致。106意見が復職させなく

てもよいで一致(3九

1 )病気による労働契約の終了については

38-1-c ) 

264意見が草案どおり(1年間経過後終了)で一

致。 56意見が2年間で一致(問。

m)一時的に拘留・監禁された労働者に対する賃

金の前払いについては67)。

108意見が前払いすべきで一致。185意見が前払

い不要で一致(3ヘ
n) 祝祭日休暇の追加について(~ 73)。

259意見が草案どおりで一致。 76意見が， Hung 

Vuong (ベトナム原初の王)の命日(陰暦3月

10日)を加えるべきで一致(40)。

0) 女性労働者の採用拒否の禁止について(~

111-2)。

278意見が「使用者は，女性労働者が選抜のため

の水準を男性と同様に満たすときは，女性労働

者を優先的に採用しなければならない。」との修

正で一致。 52意見が本項の削除で一致(4~

p) 妊娠出産休暇の期間について(~ 114)。

270意見が草案どおり (4~ 6カ月)で一致。 63

ベトナムの労働関係法制

意見が3から 5カ月で一致(42)。

q)女子労働者のための更衣所，浴室等について

(9 116)。

288意見が， 1項の精神を維持し，文章を簡素化

することで一致。 28意見が 1項の削除で一

致(叫)。

r)退職年金の享受条件について (9145)。

298意見が草案どおりで一致(叫。

s) ストライキ後の責任処理について。

156意見が，法典に規定すべきで一致。 180意見

がストライキ法令(叫において規定すべきでー

致(岨)。

(4) 国会代表の意見の集約

会期書記団，起草委員会および国会事務局は，

労働法典草案に関するグループでの討論 0994年

5月26日午前)について同日午後には「労働法典

草案に関する意見集J(47)をまとめ，また，本会議

での討論 (1994年5月27日， 28日)についても，

同年6月1日には「労働法典に関して本会議での

討論で出された国会代表の意見の総括報告J(48)を

まとめて，それぞれ各国会代表に送付したほか，

先述のアンケートについても「労働法典草案に関

する国会代表の意見集}49)(意見請求票による)を

まとめ，各国会代表に送付した。

(5) 可決

労働法典草案についての採決は，1994年6月16

日， 17日の 2日間にわたり，国会本会議において

進行された。

6月16日，労働・戦傷病者・社会福祉部部長が，

起草委員会，審査委員会および書記団を代表して，

国会代表の意見の総括書と，労働法典草案を整理

するための意見を読み上げた。各国会代表からは

59の意見が発表され，その大部分は草案の具体的

規定に関するものであった。また，この日の採決

では，労働法典草案のうち前文および第 1章から

第5章までが可決された。

翌6月17日，労働・戦傷病者・社会福祉部部長

が，起草機関，書記委員会を代表して，各国会代

表が掲げたいくつかの間題について説明を加え，

各意見に基づいて整理したいくつかの間題につい
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て報告した。各国会代表からは 57の意見が発表さ

れ，その大部分はやはり草案の具体的規定に関す

るものであった。また，この日，草案の残る各章

および全体が可決された。

第4節小 括

国会常務委員会に最初に提出された労働法典草

案(1993年9月)を最終的に成立した 1995年労働

法典(前文および17章 198条)と比較すると，前

文および全ての章，条項について補足・修正が加

えられている。その主なものとして，まず章立て

に関しては，特殊労働者について規定した章が女

性労働者について規定する章と未成年労働者およ

びその他の労働者について規定する章に分けられ

たほか 9つの条項が加えられた。また，内容面

に関しても，労働者，使用者それぞれに対する保

護の程度に関するものを中心として，各規定につ

いて全面的な調整がなされた。具体的には，使用

者側(50)の代表組織の設立を容認する規定の削除，

未組織の労働者集団が自らを代表する労働者集団

代表委員会を選出する権利を有する旨の規定の削

除，女性労働者の妊娠出産休暇について 4カ月

の1パターンから 4カ月 5カ月 6カ月の 3パ

ターンとする修正，退職年金の受給資格に関する

補足，および，労働者のストライキ権に関するさ

らに具体的な規定がなされている。

第3章現行労働法制総論

1995年労働法典はいわゆるパンデクテン方式

を採用しており，その内容は大きく一般的(総則

的)部分と個別的(各論的)部分とに分けられて

いる。

一般的部分に分類されるものとしては，労働法

の一般原則，調整対象および調整方法の一般的特

色，および「労働法法律関係J (後述)の特色など，

一般的な問題について定める各規定があり，一方，

個別的部分に分類されるものとしては，仕事，実

習訓練，労働契約，労働協約，賃金，労働時間と

休憩時間，労働紀律と物的責任，労働者保護，社

会保険，労働者代表(労働組合)，労使紛争の解決，
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および労働の国家管理に関する各規定が，各制定

事項ごとにまとめて規定されている。

ここでは，紙幅の都合上，以上の各内容のうち

一般的部分に関するものについてのみ紹介したう

えで，第4節においてベトナム労働法制の全体的

な特徴について概説するにとどめることとする。

第 l節労働法の調整対象と調整方法

(1) 労働法の調整対象

労働法の調整対象は I労働関係」と「労働関係

に関連を有する関係J(以下 I労働関係関連関係J)

であると説明される。「労働関係」は労働の使用に

関する各社会関係を指し I労働関係関連関係」と

は労働の使用過程において発生する各社会関係を

指す語である。

a)労働関係

労働法の主たる調整対象は，あらゆる経済成分

における使用者と賃金労働者の聞の労働関係，す

なわち，労働契約に基づくあらゆる労働関係であ

る(51)。

国家は，労働契約によって形成される労働関係

に直接に干渉するのではなく，法規の公布を通じ

て I労使双方の利益と遵法の原則」に基づく各自

由主体聞の協議を促進する，との建前がとられて

いる。法規は，労働契約に基づく労働関係に対し

て各標準，法理論的枠組みを示し，労使各側の権

利の下限と義務の上限を確定する。

一方，各国家機構で働く公務員の労働関係(日)

は，まず第ーに行政法によって調整される。この

労働関係は，各側の合意という要素を有しない純

粋に行政的な決定に基づいて形成されるからであ

る。とは言え，公務員(およびいくつかの類似の

対象)もやはり労働者であることに変わりはなく，

各国家機関はその使用者であって，労働法もまた，

これをー使用関係と見る角度から，符合する範囲

において公務員の各労働関係を調整する(問。

b)労働関係関連関係

労働法は，労働関係と密接な関連を有する各社

会関係をも調整する。このような関係として次の

ものがある。



1 )実習・訓練に関する関係

実習・訓練に関する関係は，職業教育を行い，

仕事を仲介する能力と条件を有する事業体・組

織・個人と，仕事を探し，または探すために実習・

訓練を受けようとする個人の聞に発生する。この

関係は，労働関係の「前身」であり，各労働関係

を形成するための条件を保障・造出するものとし

て労働法の調整対象に属すると説明されている。

2 )損害賠償に関する関係

損害賠償に関する各社会関係の大部分は民法に

よって調整されるが，損害が労働に関する権利・

義務の実現において労働関係の一方から他方に惹

起されたものであるときは労働法によって調整さ

れる。

3 )社会保険に関する関係

国家は自ら生活のために働き得ない困難な状況

にある労働者の生活を様々な財源から保障し，社

会保険もその財源の一つである。労働者に対する

各物質的条件の保障の過程は労働関係と密接な関

連を有し，それ故，労働法の調整対象とされてい

る。

4 )使用者と労働者集団の代表の聞の関係

労働組合組織は，労働者集団の代表者として使

用者との関係に参加し，労働者の合法的な権利と

利益を代表，防衛する。この関係は当然に労働法

の調整対象である(5ぺ
5 )労使紛争の解決に関する関係

労働関係の各主体が労働に関する権利・義務を

実現する過程で発生する様々な権利・利益の相違

は，管轄権限を有する各組織・機関によって解決

される。このような紛争の解決は，労使双方に対

する権利の保障，労働関係の調和と安定の保障を

目指すものであり，労働法の調整対象に属する。

6 )労働の国家管理に関する関係

これは，労働の使用に関する各規定の履行にお

ける，使用者と国家ないし管轄権限を有する国家

機関の聞の関係である。労働管理の目的は，労働

関係双方の権利と公共の利益を保護し，各労働関

係の調和と安定を保障し，生産の発展を促進する

ことであり，この関係もまた労働法の調整対象と

ベトナムの労働関係法制

されている。

(2) 労働法の調整方法

労働法の調整対象たる各社会関係の多様性のゆ

えに，その調整方法もまた多様である。

a)当事者聞の合意による方法

これは，主に，労働者と使用者の間に労働関係

を形成する場合，および労働協約を締結する場合

に適用される方法である o 労使聞の地位的・経済

的な不平等性・従属性の問題から，この方法が民

法におけるそれと同義でなしこの関係において

労働者の地位を一定程度向上させる措置の取られ

ていることは勿論である。

b)一方の命令による方法

使用者は，労働の組織・管理領域において自己

の権限の範囲内で就業規則などの規定を作成し，

労働者に対してその履行を強いる権利を有する。

この調整方法は，労働者に対する使用者の権威聞

に由来するものと説明され，行政法における (56)命

令(権力に由来)とは区別されている。

c)労働組合の活動による調整

この方法は，労働の過程において発生する，労

働者の合法的な権利・利益に直接関係する各問題

を解決するために使用される。

労働組合組織が使用者との関係において弱者た

る労働者を代表することの必要性ないし正当(統)

性については，少なくともこの調整方法の説明に

関する限り我が固と変わるところはないようであ

る(57)。

第2節労働法の基本原則

労働法の各基本原則の内容は，開放(日)期におけ

る党と国家の観点・路線， ドイモイ政策を体現す

るものであり，潜在的社会労働力の使用の奨励，

経済政策と社会政策の調和的結合，経済成長の加

速，社会一経済状況の安定， I people rich， country 

strongJ， I公平で高度な社会」などの実現を目標と

するものである。

(1) 労働者の保護に関する基本原則

労働者保護の思想は，国家発展の目標とその原

動力を「人々による，人々の本領の発揮，まず第
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ーには労働者の本領の発揮}59)におき，さらに「生

産力の発展のために，全ての経済成分の可能性を

発揮し，更なる搾取を事実上承認して社会の中に

貧富を一定分散するが，しかし常に関心を持って

労働者の利益を保護しなければならない}60)とす

る観点に由来するものである。

この思想に基づく保護の射程は非常に広範囲に

わたり，労働者(およびその家族)を，労働関係

の一主体としてのみならず，一人の人間として保

護しようとするものである。具体的には以下のよ

うな各原則がある。

a)職業選択の自由(61)

1992年憲法第55条は I労働は，公民の権利で

あり義務である。国家と社会は，労働者に対し，

日増しに多くの仕事を創出する計画をたて

る。}聞と規定し，これを受けて労働法典第5条1

項は I何人も，性別，民族，社会的背景1)(問，

信条，宗教を問わず，労働の権利と職業選択の自

由と学習，職業水準を向上させる権利とを有す

る。J (W海外資料NO.9ベトナム社会主義共和国

労働法典~ (64)以下]IL訳)と規定している。これら

は，労働者が自己の能力と希望の範囲で仕事を探

し，労働の権利を獲得する機会を持ち得ることを

法律面から保障するものである。労働法は，労働

者に対して労働関係に参加する権利を保障するた

めに労働者の労働の権利と職業選択の自由を規定

する(日)一方で，他面では全ての労働者が仕事を持

ち，働くことができるための条件の創出における

国家，事業体および全社会の責任を規定する(問。

また，労働法は，労働関係へのもう一方からの

参加，すなわち，使用者として労働力を雇用・使

用する自由をも規定している(67)。

b)労働に基づく賃金・工賃の支払い

市場経済を前提とする賃金概念の説明に我が国

におけるそれと大きく異なるものは見当たらな

い。労働力は商品であり，賃金・工賃はその価格

である(6九同ーの労働には同ーの賃金が支払わ

れ，それら賃金・工賃は使用した労働力を十分に

補填するとともに労働者の生計を長期的に保障す

るものでなければならないとされている。
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また，労働法典は I労働者の賃金は，労働契約

の当事者双方の合意(聞により，労働生産性，労働

の質，および効率性に応じて支払われる。労働者

の賃金は，国の定める最低賃金以下であってはな

らない。J (第55条， ]lL訳)(川と規定している。

実際の具体的賃金額は事業体の収入と効率に基づ

いて合意され，また，国家が規定する最低賃金額

は，事業体において賃金単価，社会保険の徴収額

および支払額を計算するための基礎となる。

なお，国家の行政・事業領域における賃金は国

家によって決定され，専門的職業の水準，質およ

び活動の効果といった各要素を考慮されたうえで

財政予算から支払われる。

c)労働者に対する労働保護の実現

国家および事業体は I人は生まれながらにして

貴く，社会の主要な労働勢力である」との観点か

ら労働者に対して健康を保護し，労働の安全と

衛生を保障する任務と責任を有するとされる。

1992年憲法第56条は「各労働保護政策，制度を

公布する」国家の責任を規定し，また，労働法典

第95条2項は I政府は，労働保護，労働安全お

よび衛生のプログラムを立案し，それを社会経済

開発計画および国家予算に組み入れるものとす

る。政府は，また科学的研究に投資し，労働安全

衛生のための器具や，個人の安全を確保するため

の手段を生産する事業体の発展を支援するものと

する。さらに，政府は労働安全衛生の基準，規定

および規範を公布する。J (JIL訳)と規定してお

り，この原則は労働法典の第9章において体現さ

れている。具体的には，労働安全・労働衛生条件

の保障，個人保護手段を装備する制度の享受，困

難な仕事や有害・危険な要素を有する仕事におけ

る各健康増進制度の享受，健康に配慮した仕事の

配置と有害・困難な仕事に対する短縮労働時間の

適用，労働災害・職業病等の診察および治療にお

ける各物質的条件の保障などが規定されてい

る(71)。

d)労働者の休む権利の保障

1992年憲法第56条は，国家が休憩・休暇制度を

規定する責任を有する旨規定している。これを受



けて，労働法典はその第7章において休憩・休暇

に関する制度を規定しており，ここでは，私用休

暇(72)や週休日間などを除くほか，労働時間中の

休憩時間，テトをはじめとする祭日，年休など，

休憩・休暇の多くについて賃金の全額支給が保障

されている(7九

e)労働者集団代表権の尊重

各事業体で働く労働者は，法規，条例および事

業体の就業規則の規定に基づき，自己の就労する

事業体(国営，私営を問わない)において，労働

の使用に関する各法規の規定の実現に参加し，ま

た，実現の検査・監察に参加する権利を有する。

労働者のこのような権利は労働組合組織を通じて

実現される同)。

労働組合については， 1992年憲法第10条が，

「勤労者階級および国家機関を含む労働者の政

治一社会組織であり，経済組織であり，幹部，職

員およびそれ以外の労働者の権利に常に配慮，保

護する社会組織であり，国家および社会の管理に

参加する」ものであると規定しており，労働法も，

労働者の合法的な権利・利益の代表者としての労

働組合の役割を承認している(7九労働組合の労働

者集団代表権は，具体的には，労働の使用，賃金

の支払い，協約の締結，労働保護，社会保険など

における労働組合の権限と責任に関する規定にお

いて体現されている{問。

f)労働者に対する社会保険の実現

1992年憲法第56条は「…国家は，国家の職員お

よび賃金労働者に対し，労働時間，賃金制度，休

暇制度および社会保険制度を規定し，労働者に対

するその他の各社会保険形式の発展を奨励する」

と規定しており，これを受けて労働法典は，その

第 12章において，病気，出産，労災，職業病，定

年退職および死亡(78)保険の各制度を享受する労

働者の権利のみならず，保険料を拠出し，労働者

に対する各保険制度を実現する，国家および各使

用単位の責任についても規定している。

(2) 使用者の合法的な権利と利益の保護に関する

基本原則

労働関係の一方当事者たる使用者の合法的な権

ベトナムの労働関係法制

利・利益の保護は，使用者が強者であるとの認識

に立ちつつも，やはり労働法の立法および適用の

過程を貫く主要な思想であるとされている。

経営の自由権および財産・資本・生産資材の所

有権は 1992年憲法によって承認されており，使用

者は，私的経済成分に属するか国家的経済成分に

属するかを間わず，生産・経営の自主権を有する。

国家は，経済に有利であると同時に仕事の創出に

おいても重要な貢献をなす国内外の投資を奨励す

る。全ての使用者は，労働者に職業選択の自由そ

の他の労働に関係する権利が保障される限り，労

働者選択権，生産経営の需要による労働者増減権，

労働者管理権，就業規則および各労働規制公布権，

表彰・紀律処分権，労働契約終了権などの各権利

を有する(79)。

使用者の財産が労働者によって損害を被ったと

きは，使用者は労働者に対して損害賠償を要求す

る権利を有する(8九

また使用者は，単位内における経営産出状況と

単位の財政一経済能力に適合的な労働協約を労働

組合との間で協議，締結する権利をも有する(81)。

(3) 経済政策と社会政策の調和的結合に関する基

本原則

労働者は，社会の構成員であり，本人とその家

族の生活のために労働関係に参加する。それ故，

各労働制度は，労働者の労働それ自体に関連を有

することは言うにおよばず，労働者とその家族の

社会生活全般にも関連を有することになる。まさ

にこの観点から，各労働関係の調整過程において

は経済政策と社会政策が調和的に結合されなけれ

ばならず，労働法は，利潤，賃金，褒賞…といっ

た各経済的目標と同時に公平，民主，互助，共同

ーといった各社会的問題をも効果的に解決しなけ

ればならないとの説明がなされている(82)。

このような理念は，第7回全国党大会での政治

報告において「経済発展の原動力となる社会政策

を採用しなければならず，同時に，社会政策実現

の基礎となり前提となる経済政策を採用しなけれ

ばならない。」と概括され，さらに第8回全国党大

会において，-市場経済は，消極的な側面，社会主
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義との矛盾を有し，それはすなわち過度に貧富が がなされている。

分化する趨勢であり，金銭崇拝の心理であって，

金銭は人品，道徳…を牒摘するものであるから，

市場経済に入るにあたってその消極的傾向を出来

る限り克服，制限しなければならない。」との表現

で示された。

労働法は，生産を拡大して多くの労働力を吸収

する投資家を奨励し，これを効果的に達成するよ

うな労働の使用を奨励すると同時に，各事業体に

おける一定水準の労働条件の保障，労働者の収入

を向上させる民主的，公平かつ文明的な労働管理

を奨励する。例えば，各資本家は，社会のマンパ

ワーを使用する権利を得るとともに一定の割合で

障害を有する労働者に対しても仕事を保障しなけ

ればならず，また，託児所，幼児教育が必要な子

供をもっ女性労働者に対して，託児所，幼児学級，

あるいは経費援助制度(聞を準備する責任を有す

る。

一方，政府は，雇用について恵まれない状態に

ある人や職業構造の変化により失業した人が多数

いる地域，部門に対して財政援助酬を行う(回)ほ

か，各社会問題を解決し，事業体の利潤を保障す

るために，障害を有する労働者や女子労働者を多

数使用する事業体に対して優先的に資金の貸し付

け，減税を行う。

この他，退職・失業手当の水準や社会保険料の

拠出額は使用者の支払い能力に基づくこと，事業

体が破産したときは労働者の賃金債権が優先的に

清算されること，労使双方が単位毎，期間毎…の

条件と能力に応じて労働者に有利な方向で自由に

合意できるようにするために現行の労働法が双方

の権利・義務，利益などの細目について規定して

いないことなども，この原則を体現するものされ

る。

以上で述べた各基本原則に基づいて，労働契約

の締結における自由，自発，平等原則，労働に従っ

た賃金支払い原則，労働保護と社会保険の国家に

よる統一管理原則，和解と仲裁に基づく紛争解決

原則といった，労働関係の各面，労働法の各制定

事項に関する各具体的原則が形成されるとの説明
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第3節労働法の法源

労働法の法源は，各労働関係および労働関係関

連関係を調整するために公布管轄権限を有する各

国家機関が公布する各法規範文書である。

これら各法規範文書は I法律文書」および「法

律より下位の文書」の 2種類の体現形式に分類さ

れる(86)。

(1) 法律文書

a)憲法

1992年憲法(現行憲法)は，国家の基本法であ

るとともに，労働法の最も重要な法源である。1992

年憲法の各条項，特に第5章は，仕事を得る権利，

社会保険を享受する権利，労働保護を受ける権利，

労務提供義務，労働紀律遵守義務など公民の基本

的な各権利・義務を規定(87)しており，これらはベ

トナム労働法の基本原則となっている。

b)法律

法律は，それぞれの社会関係領域において憲法

を具体化するために国家の最高権力機関である国

会の議決を経て制定，公布される法であり (8ヘ憲

法の次に重要な法律文書である。労働および労働

管理の領域において憲法の各規定を実現するため

に公布された法律としては， 1994年6月23日付

労働法典， 1990年6月30日付労働組合法のほか，

母親および児童保護法，会社法，私営事業体法や，

1993年の事業体破産法などがある。

(2) 法律より下位の文書

a)法令

法令は，社会におげる個別の領域に関して，法

規による調整の要求に適時に応え，憲法および法

律の各規定・各条項を具体化するために国会常務

委員会によって制定，公布される文書類であ

る(刷。労働法の法源にあたる法令としては， 1990 

年8月30日付労働契約法令， 1991年の公民の告

訴陳情の解決に関する法令(国家会議公布)， 1996 

年4月11日付各労使紛争解決手続法令がある。

b)政府の議決，議定，政府首相の決定，指示

これらは，最高行政機関が各国家機関の様々な



活動領域について公布する普遍的法規範文書であ

り，憲法，法律の各制定事項の最も基本的な内容

を具体化し，または政府の重要な方針，具体的な

政策などを公布するものである。

現行労働法の法源としては，以下のような非常

に多くの議定があげられる。

・行政，事業および武装勢力における公務員，職

員の臨時賃金制度に関する 1993年5月23日付議

定25/CP

・各事業体における新たな臨時賃金制度に関する

1993年5月23日付議定26/CP

・労働時間，休憩時聞に関する 1994年12月31日

付議定195/CP

・労働協約に関する 1994年12月31日付議定

196/CP 

・賃金に関する 1994年12月31日付議定197/

CP 

・労働契約に関する 1994年12月31日付議定

198/CP 

・労働安全，労働衛生に関する 1995年1月20日

付議定06/CP

・期間の定めのある外閏での仕事へのベトナム人

労働者の派遣に関する 1995年1月20日付議定

07/CP 

・社会保険条例の公布に関する 1995年1月26日

付議定12/CP

・労働紀律，物的責任に関する 1995年7月6日付

議定41/CP

・仕事に関する 1995年10月31日付議定72/CP

・障害者の労働に関する 1995年11月23日付議

定81/CP

・実習訓練に関する 1995年12月15日付議定

90/CP 

・女子労働に関する 1995年12月15日付議定

23/CP 

・労働法規違反行為に対する行政処罰に関する

1996年6月25日付議定38/CP

また，以上の各議定の他，雇用，職業訓練に関

する決定120/CPなども法源としてあげることが

できる。

ベトナムの労働関係法制

c)各部の通達(90)

これらは，各制度の細目，労働者の権利を規定，

説明し，上級機関により公布された各法規範文書

の実現を指導するために，各部が独自ないし連名

で出す法規範文書である。

このうち労働者に対する労働政策，賃金および

社会保険に関する国家の各規定の実現を指導する

ものとして特に重要なのは，労働・戦傷病者・社

会福祉部，財政部ないし厚生部による通達，およ

び，労働・戦傷病者・社会福祉部門一財政部一ベ

トナム労働総同盟の連名による通達であるとされ

る。例えば，以下のものがある0

・社会保険条例の実現を指導する 1995年4月4

日付労働・戦傷病者・社会福祉部通達06/LDTBX-

H-TT 

・労働時間，休憩時間を指導する 1995年4月11

日付労働・戦傷病者・社会福祉部通達07/LDTBX-

H-TT 

・労働安全衛生訓練の合作を指導する 1995年4

月11日付労働・戦傷病者・社会福祉部通達08/

LDTBXH-TT 

・有害な労働条件および未成年者の使用を禁止す

る仕事について規定する 1995年4月13日付労

働・戦傷病者・社会福祉部一厚生部連名通達9/

TT-LB 

・賃金に関する議定197/CPの実現を指導する

1995年4月19日付労働・戦傷病者・社会福祉部通

達 10/LDTBXH-TT

d)その他の法源

各事業体の就業規則，条例および労働協約(所

轄労働機関に登録されたとき)は労働法の補充的

な法源と見倣され，所轄管理機関の同意を経て労

働関係の各当事者および各関連主体に対して強制

力を有する。

e) 1LO条約

直接の法源ではないが密接な関連を有するする

ものとして，ベトナムが批准した各1LO条約があ

る。

1950年， Bao Dai (院朝最後の皇帝)が正式に

1LOに加盟し，ベトナムが南北に分断された 1954
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年以後はサイゴンの健備政権が加盟国としての資

格を承継したが，この資格は 1975年のサイゴン解

放とともに消滅した。 1980年 1月26日，ベトナム

社会主義共和国は ILOへの加盟を申請し，正式な

加盟国となるも，カンボジア内戦への介入に起因

する中国との戦闘，旧ソ連への接近が西側諸国お

よび国際機関の反発を買し )(91)， 1983年以降ILO

の活動に参加しなくなってしまった。しかし，ベ

トナムは 1992年に ILOの活動を再開92)し，政府

の提案を受けた国家主席は ILO条約の批准に関

する 1994年 5月30日付決定 193QD/CTNを出

した。これによって批准された条約は，以下の各

条約および第80号条約，第 116号条約の，計 12条

約である。

・1919年第5号条約(各工業において就労する児
童の最低年齢の規定に関する条約)

• 1919年第6号条約(工業における児童の深夜労

働に関する条約)

・1921年第 14号条約(各工業基礎における毎週
の休日の適用に関する条約)

・1929年第27号条約(船舶貨物の重量の記載に
関する条約)

・1935年第45号条約(地下鉱山での仕事におけ
る女性の使用に関する条約)

・1947年第 81号条約(工業および商業における
労働監察に関する条約)

・1964年第 120号条約(商業および事務職におけ
る衛生に関する条約)

・1965年第 123号条約(地下鉱山において就労し
得る最低年齢に関する条約)

・1965年第 124号条約(地下鉱山において就労す
る少年の健康診断に関する条約

・1981年第 155号条約(労働安全，労働衛生およ
び仕事環境に関する条約)

第4節ベトナム労働法制の特徴

1995年労働法典は必ずしも突然誕生した訳で

はなしいわゆるドイモイ路線採択後の公布にか

かるものを中心とする既存の法規範文書(附をま

とめたものという性格が強い。とはいえ，同路線
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の採択自体が 1986年末のことであり，これを受け

て例えば市場経済下における労働関係に対応する

ための労働契約法令が公布されたのがようやく

1990年8月であったことなどをみても，ドイモイ

後のベトナム労働法制はきわめて短期間に形成さ

れたものということができるだろう。

しかし，急ごしらえであるにもかかわらず，労

働法典の規定内容は全般的にかなり轍密であり，

かっ，殊に労働者の保護に関する規定は，高水準

であるとともに諸外国の労働法制に関する経験を

生かしたものとなっているように見受けられる。

例えるなら，いわゆる発展途上国にいきなり最新

のハイテク機器が導入されたようなもので， ドイ

モイ路線採択後のベトナムにおいては，価値判断

はともかくとして，いわば，労働法制面，とりわ

け基準法的部分におけるワープが起こっているの

である。

一方で，ベトナムがあくまで社会主義国として

の体制を維持するという前提にたった上で市場経

済を導入した関係上，従前(すなわち，ドイモイ

以前の労働法制)と大きく変わることのなかった

部分も当然に存在するのであり，その良い例が，

労働組合組織に関する諸規定である。すなわち，

現行労働法制下においても，労働組合組織は，ベ

トナム共産党の指導のもとに組織される「政治・

社会組織」であり続け，労働者の利益を代表する

にとどまらず，国家機関・経済組織・社会組織と

ともに国家と社会の管理に参加し，国家機関・経

済組織などの検査・監察にも参加する権利を有す

るものと位置づけられているのである(判。1995年

労働法典においては，このような，必ずしも労働

者の利益を代表することのみを主眼としない労働

組合組織に対してストライキ権が付与された訳で

あり，本稿では扱わなかったが，このスト権が草

案の審議の過程ないしその後の労使紛争解決シス

テムの法制化の過程で事実上骨抜きにされていっ

たことは当然の帰結であったと言うことができる

だろう。

また，さきに高水準であると述べた労働法典上

の労働者保護に関する諸規定に関しでも，その後



に出された労働法典の施行を指導する種々の法規

範文書により，あるいは施行を延期され，あるい

は事実上骨抜きにされ，または実行性を担保する

ためのシステムが未整備であるなどして，その実

質の見極めにはまだまだ時聞が必要である。

おわりに

現地での情報収集およびその後の翻訳，検討作

業の過程は，ベトナム労働法と中国労働法の聞の

共通点ないし類似点の多さに対する確信を深めて

ゆく過程でもあった。中国もまた，社会主義を維

持しつつ市場経済を導入し，それに伴って(ベト

ナムと同様，民法典の制定に先立ち，しかもベト

ナム労働法典と同じ 1995年 1月1日に)労働法典

を施行している。今後，第3章第4節で述べたよ

うな，一方でワープし，一方で旧態を維持してい

るという労働法制上の矛盾，すなわち，労働者」

概念，使用者」概念は経済のドイモイ(市場経済

の導入)に合わせて大きく変容する一方で，労働

組合だけはその位置づけを変化させることのない

まま更に新たな役割を与えられたことに起因する

問題点の研究を中国との比較という観点を加えて

行ってゆくならば，あるいは市場経済導入期にお

ける社会主義国労働法制という新たな研究領域を

開拓できるのではないかと期待している。筆者は，

その中でも特に両国の労使紛争解決手続きの異同

について，当該手続きにおける労働組合組織の役

割などの観点から比較検討を試みてゆきたいと考

えているo というのは，この研究が実は，今日そ

の本来的存在意義を見失いつつあるわが国労働組

合の将来的な展開を考える上で，労働者の利益代

表組織から労使聞の利害調整機関への変容を考え

る場合などにおいて，何らかの形で参考となりう

る可能性が小きくないと考えるからであるo

注

(1) DANG DUC SAN (編) wTim hieu LUAT 

LAO DONG VIET NAM~ (NHA XUAT 

BAN CHINH TRI QUOC GIA • 6. 1996) 

(2) PHAM V AN AN (監{彦)wGAIO TRINH 

ベトナムの労働関係法制

LUA T LAO DONG~ (TRUONG DAI HOC 

LUAT HA NOI・2.1997) 

(3) ，労働者階級の形成は(中略)19世紀末とする

のが一般的である。J 藤原未来子「現代ベトナ

ムの労働者に対する労働組合の役割一北部国営

セクターにおける労働組合活動の内容の変化を

中心に J 6頁 9頁注。

(4) ，規則J: 'Iuat leJ。

(5) 国民会議での採択の日付について，いまで

は， '11月9日」として確定している。J 鯨京正

訓「党と憲法 「党の指導'性」という規定につい

てJ Wベトナムの政策決定過程(中間報告)~ (財

団法人日本国際問題研究所・ 3.1997)33頁。

(6) 前掲 WGIAOTRINH -~ (注2)282頁。

(7) 注 (96)参照。

(8) 1957年 11月5日労働組合法の改正。

(9) ]IL訳では「労働契約法」。

(10) この草案を最終的に成立した 1995年労働法

典と比較すると，句読点などの蹟末な修正・補

足を除いても，前文および総数200条中 152条

について修正・補足が加えられている。先ず構

成については，条項が200条から 198条に整理

されたほか，章，項目についても細かな変更が

有った。また，内容面では，使用者の権利・利

益との関係における労働者の権利・利益の保護

水準，基礎労働組合の役割と位置づけ，女性労

働者に対する保障の水準，退職年金制度を享受

する各場合，および，労働に関する国家管理に

関する修正がなされた。

(11) 国会党グループと政治局については，古田元

夫「ベトナムの行政改革に関するメモ」前掲書

(注5)，参考資料ベトナム共産党第7期第8田

中央委員会総会決議抜粋J 71頁参照。

(12) ，仕事の解決J: 'giai quyet viec lamJo 

(13) 日本からも ]ICA等を通じて専門家が助言，

助力された冒聞いているが，具体的には未確認。

なお，ベトナムに対する法整備支援に関して，

鯨京正面11'法整備支援すすむベトナム」

WINTER ]URIST 124~ (国際法律家協会・

15.9.1998) 2頁以下。
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(1~注(12)。

(15) r副委員長J: r pho chu nhiemJ。

伽，) rグループJ. rToJo 

(17) rグループJ. r nhomJ。

(18) rグループJ: rToJ。

(19) rグループJ: rToJ。。0) r百し使いJ: r gia nhanJ。
(21) r保護J: rbao ve (防衛)J。

(却 「保護J: rbao ho (保護)J。

(23) 村野勉JIL訳解説。

(2~ rグループJ. rToJo 

(25) 資料によっては 27日， 28日の 2日間とする

ものもある。

側 「意見請求票J: r phieu (票)Jo 

(27) BLLD S 2 r労働法典は，また，見習い者，家

内労働者，および(中略)の労働に適用される。」

(JIL訳)。

(28) BLLD S 4 r他の法規により規定する。ただ
し，本法典に定める規定のいくつかは，具体的

ケースに応じて上記の人々に適用される。」

(JIL訳)。

(湖 BLLD S 5-2r労働者の虐待と強制労働はいか

なる形態であれ，禁止される。J (JIL訳)。

(30) BLLD S 6 r労働者とは，少なくとも 15歳に

達していて，労働する能力を有し，そして労働

契約を締結した者をいう。J (JIL訳)。

ω BLLD S 12r労働組合は，国家機関，経済団体
および社会団体と協力して労働者の権利に配慮、

し，それを守り，労働法規の規定の実施の検査

や監督に参加する。J (JIL訳)。

(32) BLLD S 17-1当該事業体に 1年以上勤務し

た常勤労働者について「もし新しい職を創出で

きず解雇しなければならない場合，勤続年数に

相当する月数分の給与の失業手当を支払わなけ

ればならないが，最低2カ月分は支払わなけれ

ばならない。J (JIL訳)。

(33) BLLD S 42-1 r事業体，機関または組織で， 1 

年以上定期的に就労した労働者との労働契約を

解除する場合において，使用者は，勤務1年に

つき半月の賃金相当の退職金に加え，賃金補助
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金があれば，それを労働者に支払う責任を有す

る。J (JIL訳)。

倒 BLLD S 27-1r労働契約は，以下の形式の 1つ

でなされなければならない。 a)期間の明示の

ない労働契約 b) 1年ないし 3年間の労働契

約 c) 1年未満の季節的労働または特定の労

働についての労働契約J (JIL訳)。

(35) BLLD S 28 r労働が一時的な性質を有するも

のであり，その期間が3カ月を超えないとき，

またそれが家内工業的性質の労働であるとき

は，契約は口頭で行うことができる。J(JIL訳)0

(36) BLLD S 35-1 軍務による労働契約の一時的
停止の期間が満了したときは r使用者は労働者

を復職させなければならない。J (JIL訳)。

(訂) BLLD S 35-3 r一時的拘留・監禁されている労

働者の労働契約停止期間満了時の復職は，政府

の定めるところによる。J (JIL訳)。

(38) BLLD S 38-1-c 期間の定めのない労働契

約については連続 12カ月，期間の定めのあるも

のについては連続6カ月 1年未満の労働契約

については，契約期間の半分以上を治療に費や

し，なお回復の見込みがないとき。

(39) BLLD s 67-3 r一時的拘留・監禁されている労
働者に対する賃金の前払いは，政府の定めると

ころによる。J (JIL訳)。

(40) BLLD s 73 祝日の有給休暇は，太陽暦の元
旦(1月 1日)，陰暦の新年(大晦日および新年

の最初の 3日間)，戦勝記念日(4月30日)，メー

デー(5月1日)および建国記念日(9月2日)。

附 BLLD S 111-2r使用者は，事業体が必要とし，

男女が同じようになし得るすべての職の採用に

おいて基準を満たす女子を優先しなければなら

ない。J (JIL訳)。

仰) BLLD S 114-1 妊娠出産休暇の期間は 4

~6 カ月。

(43) BLLD s 116-1 r女子労働者を就業させる所で
は，更衣所，浴窒および女子衛生室が設けられ

なければならない。J (JIL訳)。

制) BLLD S 145-1r男子 60歳，女子55歳J (JIL 

訳)など。



倒ストライキ法令 (Phaplenh ainh cong)。

側労働法典には規定されなかった。また，少な

くとも 1997年2月以前において，ストライキ

法令」なるものは公布されていない。

(47) ，労働法典草案に関する意見集J: 'Ban tap 

hop nhanh ve Du an Bo luat lao aongJ。

(48) ，労働法典に関して本会議での討論で出され

た国会代表の意見の総括報告J: 'Bao cao 

tong hop y kien aai bieu Quoc hoi thao luan 

tai Hoi truong ve Bo luat lao aongJ。

(49) ，労働法典草案に関する国会代表の意見集J

'Ban tap hop y kien aai bieu Quoc hoi thao 

luan tai Hoi truong ve Bo luat lao aongJ。

(50) ，側J: 'gioiJ (界)。

(51) BLLD ~ 1 '労働法典は，賃金労働者と使用者

聞の労使関係およびその他労働に直接関係する

社会的関係を調整するものであるJ (JIL訳)。

(問公務員の労働関係については，その関係が管

理関係，権力関係であり，また，公務員には国

土の運用 (dieuhanh)のための十分な能力，水

準，経験が要求されることから，公務員になろ

うとする人々の労働関係の形成は，国家の規定

する雇用，任用，昇進，紀律および彼らの生活

の安定の保証に関する厳格な要求に基づかなけ

ればならないとされる。前掲 WGIAOTRINH 

~ (注 2) 8頁0

(53) 国家は，労使聞の合意によらないとは言え，

それぞれの仕事における各公務員の労働力の消

耗に基づいて彼らの賃金，労働時間を決定しな

ければならない。また，公務員も，一般の労働

者と同様，労働における安全衛生条件を保証さ

れ，労働の過程およびその後における社会保険

の享受を保証される。前掲 WGIAOTRINH一』

(注2) 9頁。

BLLDH'国家および地方公務員，選挙，任

命あるいは指名による地位の保有者，人民軍・

人民公安職員，大衆団体，その他政治的，社会

的団体職員および合作社社員に関する労働制度

は他の法規により規定する。ただし，本法典に

定める規定のいくつかは，具体的ケースに応じ

ベトナムの労働関係法制

て上記の人々に適用される。J (JIL訳)。

(54) このほか，労働組合は，社会労働勢力の代表

者として，政策，法律の画定，労働法実現の検

査，監査に参与する。前掲 ~GIAO TRINH一』

(注2)11頁。 BLLD~ 12 (注31)。

(55) ，権威J: 'quyen UYJ。

側公務員の労働関係は行政法によって調整され

る。本稿第3章第1節(1)a )参照。

(57) 前掲 ~GIAO TRINH -~ (注2)15頁以下。

(58) ，開放J 'mo cuaJ。

(59) 第 7回全国党大会において提出。原文は，vi 

con nguoi， phat huy nhan to con nguoi， truoc 

het la nguoi lao âongJ。前掲 ~GIAO TRINH 

~ (注 2)17頁。

側第 8回全国党大会議決。原文は 'Dephat 

trien suc san xuat can phat huy kha nang cua 

moi thanh phan kinh te， thua nhan tren thuc 

te con co boc lot， su phan hoa giau ngheo 

nhat ainh trong xa hoi， nhung phai luon quan 

tam， bao ve loi ich nguoi lao aongJ。前掲

~GIAO TRINH -~ (注 2)17頁以下。

(61) ，職業選択の自由J: 'viec lam (仕事)Jと

， nganh nghe (職業)Jの選択の自由。

紛)原文は 'Laoaong la quyen va nghia vu cua 

cong dan. Nha nuoc va xa hoi co ke hoach tao 

ngay cang nhieu viec lam cho nguoi lao 

âongJ。前掲 ~GIAOTRINH一~ (注 2)18頁。

(帥 「注1)直訳では，社会的成分」。資本家，労

働者など所属する社会階級を意味する。J (JIL 

訳注釈)。

(64) ~海外資料 NO.9 ベトナム社会主義共和国労

働法典~ (日本労働研究機構・1.1995)。

(岡本人の能力に基づく具体的な仕事，職業を選

択する自由，本人とその家族の生活条件に適合

する仕事場所を選択する自由，法律が禁止しな

い限りにおいて使用者，場所を問わず労働関係

に参加する自由，および，労働関係の形成と終

了の自由など(BLLD~ 16-1他。労働契約の終

了の自由については~ 37-3など)。

倍。 BLLD~ 13， ~ 14， ~ 15， ~ 17， ~ 18など。
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師7) BLLD 96， S 16-2など。

側 [主な訳語]* 'tien luong， tien congJ参照。
(69) 合意の形式は，労働契約，労働協約である。

なお，合意に基づく賃金の支払いについては，

BLLD S 59， S 60， S 61が労働者とその賃金の保

護措置を規定している。

(70) 同旨， BLLD S 7-1。

(7U BLLD s 97~S 104など。
(72) BLLD s 78。。3) BLLD s 720 
(74) BLLD S 71， S 73， S 74など。

(75) 労組法S2-2 '労働組合は，その機能の範囲内

において，法の規定に従って，機関，単位およ

び組織の活動検査・監督する機能を行使する。」

(JIL訳)。なお，労働者が自己の合理的な権利と

利益を防衛するために労働組合を設立し，加入

し，活動する権利は，使用者に対してその妨害

を禁止することにより反射的に保障されてい

る。 BLLDS 154-3'使用者は，労働者が労働組

合を結成すること，または労働組合に加入する

こと，もしくは労働組合の活動を行うことを

もって不利益な取り扱いをしてはならず，また，

労働組合の組織および活動に介入するために経

済措置，その他の措置を用いてはならない。」

(JIL訳)。

(76) 労組法S2-1'労働組合は，労働者の権利およ

ぴ合法的正当な利益を代表し，かつ保護する。」

(JIL訳)。この他，ベトナム労働組合条例前文

(邦訳として藤原前掲論文(注3)，付録」があ

る)など。

(77) BLLD S 7-2， S 38-2， BLLD第5章， S 60， 

S 76-1， S 106， BLLD第 13章など。

(78) ，死亡J: 'tu tuatJ。

仰1) BLLD S 8， S 82など。

仰1) BLLD S 89， 90など。

(81) BLLD第5章。なお，前掲 WGIAOTRINH 

一~ (注2)は，組合結成の承認，不当労働行為

の禁止などに関する BLLDS 154他の規定につ

いて，労働者を民主的かつ効果的に管理するた

めに労働組合組織を配置する権利」であると説
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明している。

(間前掲 WGIAOTRINH-~ (注2)29頁以下。

(紛 「経費援助制度J: 'ho tro kinh phiJ。

(84) ，財政援助J. 'su ho troJ。。5) BLLD S 17。
側) 図「各法規規範文書の上下関係J(渡辺英緒「べ

トナムの法源と立法過程」前掲書(注5)所収

81頁より転載)参照。「法源の分類に関しては

様々な方法があり，文書の公布管轄権限に基づ

く分類，文書の等級 (capao)に基づく分類ー

などの観点がある」。前掲WTimhieu一~ (注1)

19頁。

(87) 1992年憲法第 10条，第55条，第56条など。

側) 渡辺前掲論文(注86)75頁参照。。9) 渡辺前掲論文(注86)75頁参照。。0) ，従来，通達以下の各労働法規範文書が数量と
しては相当多く公布されてきたが，多くの規定

はなお適合的でないか，または未だ不完全なも

のであり，通達関で矛盾する規定さえあったの

で，実現に際して支障を生じることが少なくな

かった。労働法典が公布された今，管轄権限を

有する各国家機関は，労働法典を具体化し，施

行を指導するために，緊急に法律より下位の文

書を作成している」。前掲WTimhieu-~ (注1)

20頁。

(91) 長銀総合研究所(編著) W海外職業訓練ノ、ンド

ブック ベトナム~ (財団法人海外職業訓練協

会・ 3.1997)14頁参照。

仰) 1992年 5月に活動の再開，継続を通告し，

1992年6月，第 79回大会(ジュネーブ)に数年

ぶりに参加した。前掲WTimhieu一~ (注1)33 

頁。

(93) 本稿第 1章第3節参照。

(94) 1992年憲法第 10条， BLLD第 1条など。

(95) 古田前掲論文(注 11)67頁。なお，本稿では

ここでいう「国営企業」を「国営事業体」とし

たところもある。

側 「ドイモイ以前，、congnhan"は国営セクター

で働く労働者として捉えられていた。また，労

働組合のカバーする範囲は，、congnhan， vien 



chucかであった。 "vienchuc"は「公務員」を

意味する。つまり労働者とは，国営セクターと

国家機関に働く人々であった。しかしドイモイ

により複数の経済セクターが出現し，労働組合

に多様な経済セクターで働く人々の参加が認め

られるようになってから，、cong nhan， lao 

dong勺日本語に訳すと「工員，労働者」という

語棄が，労働者を示す言葉として一般に使用さ

れるようになった。労働者の概念が広がったの

である」。藤原前掲論文(注 3) 2頁以下。

なお，近時公務員とその他の労働者の峻別が

進み，公務員に含まれる，-vien chuc (本稿では

「職員J)Jは，労働組合の構成員，ひいては労働

法の適用対象から外れていった。

(97) 白石昌也「ベトナム国会の組織と活動」前掲

書(注5) 2頁で用いられている訳語に準拠。

側) 藤原前掲論文(注3)20頁および48頁によれ

ば，労働組合の名称は， 1961年 2月の第2回ベ

トナム労働組合大会において「ベトナム労働総

同盟」から「ベトナム総労働組合」に変更され，

1988年 10月の第6回大会で「ベトナム労働総

同盟」に戻された。したがって 1961年2月から

1988年 10月までの名称は「総労働組合」が正し

いが，本稿では該当する期間の組合に関する記

述はない。

[主な訳語]

※括弧内は原語の漢越語表記。日本語と越語の品

詞は必ずしも対応していない。

なお，原語(ベトナム語)の表記にあたっては，

小文字のdとdを使い分けるほかは全て英語のア

ルファベットのみを用いて表した。

委員会 uy ban (委班)

委員長 chu nhiem (主任)/chu tich (主席)

維持 giu nguyen 

委任 uy quyen (委権)

インプレーション lam phat (濫発)

請負契約 hop aong khoan viec 

延期 hoan (緩)

オリエンテーション ainh huong 

課 vu(務)

ベトナムの労働関係法制

会計長 ke toan truong (計算長)

解雇 sa thai (沙汰)

会合 phien hop 

会社 congty (公司)

価格決定会議 hoi aong ainh gia (定価会同)

科学・工業・環境部

Bo Khoa hoc-Cong nghe va Moi truong 

確定 xac minh (確明)

過失 loi 

管轄権限 thamquyen (審権)

監察 thanh tra (清査)

鑑定人 nguoi giam ainh 

幹部 can bo (幹部)

企業 xi nghiep (企業)

技術移転 chuyen giao cong nghe (工芸転交)

基礎 co so (基礎)

起訴 khoi to (起訴)

起草委員会 bandu thao (予草班)

議長 chu tich (主席)

機能 chuc nang (職能)

基本給 nguyen luong (元糧)

義務 nghi vu (義務)

却下 tra lai 

級/レベル cap (級)

給付/手当 tro cap (助給)/phu cap (附給)

教育・養成部 Bo Giao duc va Dao tao 

行政法 Luat Hanh chinh (行政律)

協同組合 nghiep aoan (業団)

局 so

紀律/懲戒 ky luat (紀律)

記録 bien ban (編本)

記録書類 ho so 

勤労者 cong nhan (工人)

勤労者・職員大会

aai hoi cong nhan vien chuc (工人職員大会)

具申 khieu nai 

具申書 aon khieu nai 

郡 quan(郡)

経済成分 thanh phan kinh te (経済成分)

経済・予算委員会
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U y ban Kinh te va N gan sach 

契約 hopaong (合同)

結果 hau qua (後果)

決定 quyet ainh (決定)/ainh aoat (定奪)

県 huyen(県)

建議 kien nghi (建議)

健康診断 kiem tra y te (医済検査)

検査 kiem tra (検査)

検察 kiem sat (検察)

検討 xem xet 

権利 quyen loi (権利)

権力 quyen luc (権力)

行為能力 nang luc hanh vi (行為能力)

合営 hopdoanh (合営)

抗議 khang nghi (抗議)

工作 congtac (工作)

合資 lien doanh (連営)

交渉 giao dich (交易)

厚生部 Bo Y te (医済部)

控訴審 phuc tham (復審)

控訴審法廷 toa phuc tham 

工賃 tien cong (工銭)

公務員 cong chuc (公職)

拘留 bat giu 

告訴

kien tung (件訟)/kien cao (件告)/khoikien 

(起件)

告発 to cao (訴告)

国防部 Bo Quoc phong (国防部)

国民総生産

tong san pham quoc dan (国民総産品)

個人 tu nhan (私人)

国会 Quoc hoi (国会)

国会常務委員会

Uy ban Thuong vu Quoc hoi (国会常務委員会)

国会党グループ

Dang aoan Quoc hoi (国会党団)

国家会議 Hoi aong Nha nuoc (国家会同)

雇用 tuyen dung (選用)

再審 tai tham (再審)
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財政部 Bo Tai chinh (財政部)

採択 nghi an (議案)

裁判官 tham phan (審判)

裁判長 chanh an (正案)

裁判費用 an phi (案費)

サービス dich vu (役務)

サボタージュ lan cong 

参加者 thanh phan (成分)

残業 lam them gio 

暫定労働組合 cong aoan lam thoi (臨時工団)

産別/部門/分野 nganh

参与 tham du (参与)

時間外手当 phu cap lam them gio 

時間外労働時間 thoi gian lam them gio 

事業 su nghiep (事業)

事業体 doanh nghiep (営業)

事故 su co (事故)

事実 su kien (事件)

市社 thi xa (市社)

市鎮 thi tran (市鎮)

失業 mat viec lam 

執行委員会 ban chap hanh (執行班)

実習訓練/職業学習 hoc nghe 

疾病手当 tro cap om aau 

自発 tu nguyen (自願)

支部 chi nhanh 

死亡岨救制度 che ao tu tuat (死岨制度)

事務所 phong (房)

社 xa(社)

社会救済部 Bo Cuu te xa hoi (社会救済部)

社会保障 bao aam xa hoi (社会保担)

社会問題に関する委員会

Uy ban Ve cac van ae xa hoi 

終局 cuoi cung/xong 

修正 sua aoi 

従属 le thuoc (隷属)

終了 cham dut/het han 

主座 chu toa (主座)

首相 thu tuong (首相)

首長 chu tich (主席)



受理 thu ly (受理)

受領/到達 nhan auoc 

試用 thu viec 

省 tinh(省)

証言/供述 loi khai 

上訴 khang cao (抗告)

証人 nguoi lam chung 

情報 thong tin (通信)

条約 cong uoc (共約)

書記官 thu ky (書記)

職員 vien chuc (職員)

職業病 benh nghe nghiep 

職業分野 nganhnghe 

職名 chuc danh (職名)

処分 xu ly (処理)

署名 ky (記)

審議官 hoi tham (会審)

審判 tham (審)

尋問 xet hoi 

深夜労働時間 thoi gio lam viec ban aem 

審理 xetxu/lay len/ xet thay 

ストライキ aing cong (停工)

生活物価/物価 gia ca 

政治局 Bo Chinh tri (政治部)

制定行為/制定事項 che ainh (制定)

責任手当 phu cap trach nhiem (責任附給)

節 muc(目)

選挙 baucu 

専従 chuyen trach (専責)

前納裁判費用 tien tam ung an phi (案費暫応銭)

専門員 chuyen vien (専員)

草案 du thao (予草)

相談センター trung tam tu van (諮問中心)

訴状 aon kien (単件)

率先 thi aua 

尊厳 nhan phan (人品)

体系 he thong (系統)

退職/雇止 thoi viec 

退職年金制度 che ao huu tri (休致制度)

代表/代理 aai dien (代面)

ベトナムの労働関係法制

対話 aoi thoai (対話)

団体 aoan the (団体)

地域手当 phu cap khu vuc (区域附給)

地方 aia phuong (地方)

中央直轄特別市

thanh pho truc thuoc trung uong 

(中央直属城舗)

仲裁 trong tai (仲裁)

勅令 sac lenh (勅令)

賃金 tienluong 

賃金等級 thang luong 

賃金目録 bang luong 

通告 thong bao (通報)

通訳者 nguoi phien dich 

停業 ngung viec 

提議長 nghi(提議)

締結 giaoket (交結)

停止 ngung 

手続 thu tuc (手続)/trinh tu (程序)

投資 aau tu (投資)

登録 aang ky (登記)

特殊業務に従事する労働者

lao aong aac thu (特殊労働)/nhung nguoi 

lao aong lam nhung cong viec co tinh chat 

aac biet 

都市 thanh pho (城舗)

取消 huy bo 

内務部 Bo Noi vu (内務部)

妊娠出産手当 tro cap tai san 胎産助給)

能力 nang luc (能力)

能力/可能性 kha nang (可能)

ノルマ ainh muc lao aong 

廃止 baibo 

派遣 cu ai 

母親および児童保護法

Luat Bao ve Ba me va Tre em 

判決 tuyenan (宣案)

犯罪 toi pham (罪犯)

部 Bo(部)

副委員長 Pho Chu tich (副主席)
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部長 Bo truong (部長)

物価調整手当 cap gao aat ao 

物的責任 trach nhiem vat chat (物質責任)

文書 van ban (文本)

変更 thay aoi 

弁護士 luat su (律師)

編成 bien che (編成)

坊 phuong

法規 phap luat (法律)

法源 nguon (源)

褒賞 thuong (賞)

法廷 toa/phien toa 

法廷長 chanh toa 

法律 luat (律)

法律委員会 Uy ban Phap luat (法律委班)

法律能力 nang luc phap luat (法律能力)

法律文書 van ban luat (律文本)

法律分野 nganh luat 

法律より下位の文書 van ban duoi luat 

法理論/法的~ phap ly (法理)

保護/防衛 bao ve (防衛)

補足 bo sung (補充)

本人性 aich danh 

本部 tru so (柱所)

マスコミ

phuong tien thong tin aai chung 

(大衆通信方便)

夜間手当 phu cap lam aem 

擁護/保護/防衛 bao ve (防衛)

リスト danh muc (名目)

臨時緊急手段

bien phap khan cap tam thoi (暫時緊急便法)

令 lenh(令)

労使紛争 tranh chap lao aong (労働争執)

労働関係 quan he lao aong 

労働関係関連関係

cac quan he lien quan aen quan he lao aong 

労働協約

thoa uoc lao aong tap the (集体労働妥約)

労働組合 congaoan (工団)
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労働組合連合 lien aoan (連団)

労働契約

hop aong lao aong (労働合同)/hop aong su 

dung (使用合同)

労働災害 tai nan lao aong (労働災難)

労働者 nguoi lao aong 

労働勢力 luc luong lao aong (労働力量)

労働・戦傷病者・社会福祉部

Bo Lao aong-Thuong binh va Xa hoi 

労働総同盟

Tong lien aoan lao aong (労働総連団)

労働仲裁会議

hoi aong trong tai lao aong (労働仲裁会議)

労働能力 kha nang lao aong (労働可能)

労働部 Bo Lao aong (労働部)

労働保護 baoho lao aong (労働保護)

* I cong chuc， vien chuCJ 
参考とした資料中の，cong chuCJ， I vien chuCJ 

はそれぞれ「公務員J，'職員」とした。ベトナム

の公務員には「行政機関および国家事業体(学校，

病院，郵便局などを指し，国営企業は含まれない)J

(95)のほか武装勢力，党幹部などが含まれるところ，

筆者は，行政機関の勤務者が「公務員J，国家事業

体の勤務者が「職員」にあたる(ただし I職員」

は民間でも用いられる)ものとの理解を前提とし

て本稿をまとめた。

* I cong nhanJ 
I cong nhan (工人・工員)J (96)は全て「勤労

者」と訳出し，本稿でもこの語を用いた。「勤労者」

との訳をつけたのは中国で言うところの「勤労者」

との類似性について幾ばくかの予感があったから

であるが，あるいは不適当だ、ったかもしれないと

未だ遼巡しているところである。

* I phap luat， luatJ 
I phap luatJは漢越語で表せばずばり「法律」

であるが，前掲渡辺論文(注 86)に従い「法規」

と訳出する。また，同論文より， 'luatJを「法律」

と訳す。但し， I quan he phap luatJ (法律関係)

やInang luc phap luatJ (法律能力)， I uy ban phap 



luatJ (法律委員会) (97)のように， 'phap luatJ 

に当たる部分を「法律」としたものもある。

本'tienluong， tien congJ 

賃金にあたる語としては 'tienluongJと'tien

congJがあり，前者を「賃金J，後者を「工賃」と

した。 'tiencongJの漢越語は「工銭」であり，こ

れは中国語では漠然と日給，時間給を指す語のよ

うである。本稿は，賃金」二月給，工賃」二日給

ないし時間給， との理解に基づいている。

* 'tinh， bOJ 
地方行政単位である 'tinhJ，中央省庁にあたる

ベトナムの労働関係法制

* 'Tong lien aoan lao aongJ 
'Tong lien aoan lao aongJは「労働総連盟」

などの訳語が当てられることもあるが，本稿では

「労働総同盟」とした (98)。

* 'trong taiJ 
'trong taiJには対応する漢越語どおり，{中裁」

の語を当て， 'hoi aong trong tai lao aongJも

「労働仲裁会議」と訳出した。ただし， 'trong taiJ 

の実質は当事者の異議が認められている「調停」

なので，この点に注意して適宜読み替えられたい。

'boJは，前掲渡辺論文(注86)に従い，それぞれ (おしみ よしひさ 北海道大学大学院法学研究

「省J '部」の語をあてた。 科博士後期課程1年)
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図 「各法規規範文書の上下関係」

※前掲渡辺論文P81より転載

1 憲法

2 法律及び国会の決議

3 法令及び国会常務委員会の決議

4 国家主席の令及び決定

一亦指

定

び
議

及

び

定
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の

決
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5' 最高人民裁判所裁判官会議の決議

並びに

最高人民検察院院長の決定，指示

及び通知

7' 合同文書 7 各部，部に相当する機関又は政府に
属する機関の決定，指示及び通知

8 人民会議の決議

9 人民委員会の決定及び指示
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